
船舶事故調査報告書 

令和４年１０月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 令和４年３月１４日 １３時３０分ごろ  

発生場所 大阪府泉佐野市関西国際空港連絡橋 

 関空泉州港海上アクセス基地東防波堤灯台から真方位１４１° 

１,７７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.９′ 東経１３５°１６.３′） 

事故の概要  漁船住
すみ

吉
よし

丸は、北東進中、橋脚に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年３月２３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 住吉丸、９.７トン 

ＯＳ２－２１２９（漁船登録番号）、大阪府漁業協同組合連合会 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部外板の脱落を伴う破損 

橋脚 船体塗料付着 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、平均風速 約２.１m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 北流約０.３ノット（kn） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか２人が乗り組み、底引き網漁を終え、帰港の目的

で、船長が操縦席に腰を掛けて操船にあたり、約９.２kn の対地速力

で自動操舵により大阪府岸和田市岸和田漁港へ向かった。 

 船長は、風と潮流の影響を受けていたので、針路の微調整を行いな

がら北東進し、‘関西国際空港連絡橋の橋脚とその南東側の橋脚の間

の水路’（以下「本件水路」という。）に針路を定めた。 

 船長は、本件水路まで約１５０ｍに差し掛かったところ、甲板員２

人が行っている漁具の片付けが気になり、確認のために船尾甲板に向

かった。 

 船長は、本件水路を無事に通過できると思い、漁具の片付けを確認

した後、船尾甲板において遠隔操縦で操船を行おうと思っていたとこ

ろ、衝撃を受けて南東側の橋脚に衝突したことを知った。 

 船長は、船尾甲板の漁具の片付けを確認することに意識を向けてい

たので、風と潮流により南東側の橋脚に向かって予想以上に圧流され

ていることに気付かなかったと本事故後に思った。 

分析  本船は、風潮流の影響がある状況下で北東進中、船長が、操縦席を

離れ、船尾甲板に移動して漁具の片付けに意識を向けていたことか

ら、圧流されて本件水路の南東側の橋脚に向かっていることに気付か

ず、衝突したものと推定される。 



 

 船長は、本件水路に針路を定めたことから、無事に通過できると思

い、気になっていた船尾甲板の漁具の片付けを確認しようと操舵室を

離れたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が風潮流の影響がある状況下で北東進中、船長が、

操縦席を離れ、船尾甲板に移動して漁具の片付けに意識を向けていた

ため、圧流されて本件水路の南東側の橋脚に向かっていることに気付

かず、衝突したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、風潮流の影響がある状況下で航行する場合、操縦席を離

れ、他の作業に意識を向けることなく、常時、周囲の見張りを適

切に行うこと。 

 


